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概　　　　要 根拠法令 提出書類 注意事項 備　　　　考

決算届

毎会計年度終了後３月以内３月以内３月以内３月以内に管轄の保健
所に届け出ること。

医療法第５２
条第１項

①決算届
②事業報告書
③財産目録
④貸借対照表
⑤損益計算書
⑥監事の監査報告書

原本を２部提出 「資産の総額」を法務局で登記
し、登記完了届を遅滞なく管轄の
保健所に提出すること。

役員変更届

役員に変更があったときは、新たに就任した
役員（再任含む。）（再任含む。）（再任含む。）（再任含む。）について、遅滞なく管轄
の保健所に届け出ること。

医療法施行令
第５条の１３

①役員変更届
②役員就任承諾書
③役員履歴書
④社員及び役員名簿

原本を２部提出 役員全員が再任（重任）であって
も、２年に一度は変更が必要。２年に一度は変更が必要。２年に一度は変更が必要。２年に一度は変更が必要。
また、新理事長（再任含む。）に
ついて法務局で登記を行い、登
記完了届を遅滞なく管轄の保健
所に提出すること。

登記完了届

次に掲げる事項について登記を行った場合
は、遅滞なく管轄の保健所に届け出ること。
◆資産の総額
◆役員（理事長のみ）
◆理事長の氏名・住所
◆目的・業務内容（診療所・老健の新設等）
◆法人・運営施設等の名称・所在地
◆従たる事務所の新設
◆設立
◆解散
◆合併
◆清算の結了　など

医療法施行令
第５条の１２

①登記完了届
②登記事項証明書

原本を２部提出
（うち１部について（うち１部について（うち１部について（うち１部について
は、添付する登記は、添付する登記は、添付する登記は、添付する登記
事項証明書は理事項証明書は理事項証明書は理事項証明書は理
事長の原本証明事長の原本証明事長の原本証明事長の原本証明
を行った写しで可）を行った写しで可）を行った写しで可）を行った写しで可）

左記「概要」に掲げる事項に変更
が生じたときは、法務局で変更の
登記をしなければならない。

定款
（寄付行為）
変更認可
申請書

定款（寄付行為）を変更する場合は、定款
（寄付行為）変更認可申請書を管轄の保健
所に提出し、都道府県知事の認可を受ける
こと。

※事務所の所在地・公告の方法について※事務所の所在地・公告の方法について※事務所の所在地・公告の方法について※事務所の所在地・公告の方法について
定款変更を行う場合は、「定款（寄付行為）定款変更を行う場合は、「定款（寄付行為）定款変更を行う場合は、「定款（寄付行為）定款変更を行う場合は、「定款（寄付行為）
変更届」を提出（認可不要）。変更届」を提出（認可不要）。変更届」を提出（認可不要）。変更届」を提出（認可不要）。

医療法第５０
条第１項

①定款（寄付行為）変更認可申請書
②定款（寄附行為）の変更内容及びそ
の事由を記載した書類
③定款（寄付行為）の新旧対照表
④現行の定款（寄付行為）の写し
⑤定款(寄附行為)に定められた変更
に関する手続を経たことを証する書類
 ・社団…社員総会の議事録
 ・財団…理事会（評議員会）の議事録
⑥その他必要書類（要問い合わせ）

原本を３部提出 定款（寄付行為）変更において、
登記すべき事項について認可を
受け、又は届け出た場合は、法
務局で登記し、登記完了届を遅
滞なく管轄の保健所に提出する
こと。
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